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☆ 特定健康診査等に係る注意事項 

◎特定健診及び健康増進法の請求について 

・健診データ（返戻・過誤返戻分を含む）提出の遅延は、市町の健診等業務に支障をきたしますので、

速やかに提出いただきますようご協力をお願いいたします。 

・請求時に受診券の送付は不要です。各健診機関で保管してください。 

・特定健診に関する情報は本会のホームページ（http://www.kokuhoren-mie.or.jp）の「特定健診・特定

保健指導関係者のみなさまへ」をクリックしてください。 

・健康増進法健康診査の請求方法等については、「特定健診・特定保健指導関係各種フォーマットのダ

ウンロード」をクリックしてください。 

 

 

◎資格喪失受診について 

 ・資格喪失後に受診された場合には、返戻となります。対応については該当保険者にご相談ください。

また、特定健診で 74 歳の方が 75 歳の誕生日以降に受診すると、国保の資格は喪失となり返戻とな

りますのでご注意ください。 

 ◎過誤返戻について 

 ・過誤返戻は、費用決済後に保険者で内容を確認した結果、返戻となったものです。返戻内容につい

ては保険者にお問い合わせください。 

・相殺される月に健診機関からの請求がない場合には、返金（振込）していただくことになりますの

でご了承ください。（国保連合会より納入通知書を発行いたしますので期日までに振込手続きをお願

いします） 

・返戻及び過誤返戻分についてはそれぞれの通知書を確認後、次月分以降の請求に含めて提出してく

ださい。 

http://www.kokuhoren-mie.or.jp/
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◎追加項目における入力方法について 

・一部の保険者において追加項目として実施している『ＢＵＮ（尿素窒素）』検査については、 

「その他の検査」（9N416000000000049）の項目コードを使用し全角文字での入力をお願いします。 

※以下の「ＢＵＮ（尿素窒素）」の項目コードを使用した場合は、エラーとなり返戻対象となります。 

 「3C025000002327201」 

「3C025000002327101」 

「3C025000002399801」 等 

○ 健診結果・質問票情報 【特定健診等データ管理システム】 

 

【フリーソフトの項目】 

 

 

 


